
                                                        

令和６年度 新規採用職員研修会 開催要綱 

 

１ 開催趣旨 

令和６年度の保育所・認定こども園における新規採用職員（非常勤職員を含む）

を対象として、保育施設に勤務する職員としての態度と心構えの自覚を高め、日

常勤務に必要な一般知識を習得し、職場への円滑な適応を図るための研修を行う。 

 

２ 主 催  一般社団法人静岡県保育連合会            (電話 054-251-8873) 

 

３ 開催日  令和６年５月 30日（木）～31日（金） 

        (日帰りで実施します。宿泊が必要な方は各自手配してください。) 

 

４ 会 場  静岡県総合社会福祉会館(シズウェル) ７階 703会議室 

静岡市葵区駿府町１－70  電話 080-2642-8470 (県保連事務局) 

 

５ 参加資格 

令和６年度新規採用職員及び令和５年度以降の中途採用者 

（正規職員のほか、非常勤職員、臨時職員、パート職員を含む。） 

 

ただし、次の者は除く。 

(1) 採用前に保育所・認定こども園等の保育施設での勤務経験がある者 

(2) 令和６年２月に東部・中部・西部の各会場で実施した、令和５年度新規 

採用予定職員研修会に参加した者 

 

６ 募集定員  100名（先着順） 

 

７ 日程・内容 

 【 5月 30日(木)】 

    9：20～ 9：50   受   付 

    9：50～10：00   開 講 式 

10：00～11：00      講義① テーマ『保育所・認定こども園等の使命と役割』 

           講 師  静岡県保育連合会     土山  雅之  会長 

11：00～12：00   講義② テーマ『保育者の使命と役割』 

           講 師  静岡県保育士会     吉川  慶子  会長 

12：00～13：00   （昼   食) 

13：00～14：50   講義③ テーマ『“新人保育者”の責任とプライド 

―責任重大!!かわいい子どもたちの人生が―』 

              講 師 小田原短期大学 名誉学長・名誉教授 

小沼  肇 氏  

14：50～15：00   （休   憩) 

15：00～16：30   講義④ テーマ『ＳＮＳ利用時の倫理的な判断と行動の

重要性について 



～ スマホ時代の子育てに関わる皆さまへ   』 

講  師 ＮＰＯ法人浜松子どもとメディアリテラ 

シー研究所 代表  

     長澤  弘子 氏 

 

【 5月 31日(金)】 

9：30～11：00   講義⑤ テーマ『子どもと絵本』 

          講 師 株式会社駿河こどものとも社 取締役 

髙林 快晴 氏   

 11：00～12：00  『グループ討議等』 

12：00～13：00   （昼   食) 

13：00～16：00   講義⑥ テーマ『保育者としてのあり方 ～服務接遇～ 』 

講 師 コーチングネットワーク静岡  代表 

     土方 良子  氏 

16：00～16：10  閉 講 式 

 
８ 参加費 

   4,000円  (昼食代は含まれていません。昼食は各自でご用意ください。) 

 

９ 申込方法及び期限 

   令和６年４月２2 日（月）までに、下記グーグルフォーム URL 等からお申込みください。 

ただし、定員になり次第締め切ります。 

        ＵＲＬ： https://forms.gle/VwscKQPKKKxKrCgA6 

                  QRコード →  

10 受講決定通知 

受講決定通知を、申込時に記入された施設（課）のアドレスあてに、Ｅメール

で５月１日（水）頃までに送付いたします。 

 

11 参加費納付方法 

   前記の受講決定通知を受領後に、郵便局の払込取扱票により、下記口座あて、

令和６年５月 10 日（金）までに振込納付願います。なお、振込手数料は振込者

負担でお願いします。 

また、キャンセルの時期等によっては、返金できない場合があります。 

 

     「口座記号番号」 ００８８０－８－１３８８４２ 

     「加入者名」   一般社団法人静岡県保育連合会 

シャ)シズオカケンホイクレンゴウカイ 

https://forms.gle/VwscKQPKKKxKrCgA6


 

 12 払込時の留意事項 

(1) 払込票の通信欄に「新採研修」と記入し、依頼人欄には園名を記入してくだ

さい。 

（法人名で送金の場合は、その旨、事務局へ電話で連絡してください。） 

 

(2) 払込取扱票控の振替払込請求書兼受領証をもって領収書に替えさせていただ

きます。 

 

(3) 公立園は、振込前に担当課に連絡してください。 

 

13 各種感染症等に係る留意事項 

（1） 新型コロナその他の各種感染症や災害の状況により、研修を中止、変更する 

場合があります。 

その場合は、静岡県保育連合会のホームページに掲載します。受講決定後は

申込時に記入された施設（課）のアドレスにＥメールでご連絡します。 

 

（2） 感染予防のために、発熱など体調不良の場合は研修に参加できません。 

体調不良が認められた場合は退出していただくことがあります。 

 

（3） 研修参加にあたっては、手洗い、咳エチケット等の徹底をお願いします。 


